
４）実施にあたっての留意事項 

①プライバシーの保護について 

保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護に努め、対象者が安

心して自分のことを話せるような環境を整えること。 

②個人情報保護について 

 健診データ・保健指導記録は個人情報であるため、それらの管理方法は

個人情報保護法や個人情報保護に関する条例等に基づき、適切に扱うこと。 

③フォローアップについて 

支援終了後にも、対象者からの相談に応じられる仕組みをつくること。 

④積極的支援における保健指導実施者について 

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、個人の生活行動、

行動の背景にある健康に対する認識、そして価値観に働きかける行為であ

り、保健指導実施者と保健指導対象者との十分な信頼関係が必要であるこ

とから、同職種が数回にわけて行う場合は、できる限り同じ者が実施する

ことが望ましい。 

  ⑤保健指導の対象者について 

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、対象者の行動変容

とセルフケア（自己管理）ができるようになることを目的とするものであ

り、保健指導を実施する際には、家族等代理者ではなく、対象者に直接行

うこととする。 

 

（５）望ましい保健指導 

 前項は、効果的な保健指導の要件を今後整理していくにあたって、最低限実

施すべき支援を整理したものであるが、参考例として、これまでの事例等から

望ましいと考えられるパターンを以下に示す。 

１）「積極的支援」 

①支援期間 

●６か月間の実施 

 ②支援形態 

●初回面接 

●対面による中間評価 

●対面による６か月後の評価 

●６か月後の評価まで、電話、e-mail を利用した月 1 回以上の支援 

③支援内容 

●生活習慣の振り返り 

●行動目標及び支援計画の作成 

●生活習慣改善状況の確認 

●食生活及び運動に関して体験を通した支援 
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●歩数計などのツールを使用した支援 

  

④望ましい積極的支援の例 

(１)６か月にわたる継続した頻回な支援の例 

(２)健康増進施設(例：水中運動、ジム等)を活用した例 
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